
上尾市の現状

上尾市 市民生活部 市民協働推進課
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１．市内の外国人人口

２．多文化共生の取り組み

３．多文化共生推進計画の策定
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１．市内の外国人人口



外国人口の推移3

総人口 外国人市民41人に1人が外国人

各年4月1日時点

１．市内の外国人人口
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上尾市の外国人人口（上位５か国）
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１．市内の外国人人口

順位 国名 人口 割合

１位 中国 1,230 21.9％

２位 ベトナム 1,112 19.8％

３位 フィリピン 817 14.6％

４位 韓国・朝鮮 357 6.4％

５位 インドネシア 313 5.6％

令和7年4月1日時点



人口の増え幅が大きい国5

１．市内の外国人人口
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市内の外国人（上位５の在留資格）6

令和7年4月1日時点

１．市内の外国人人口

在留資格 人数 簡単な説明

永住者
1,652人
(29.5％)

日本に10年以上在住している。素行
善良で、独立の生計を営むに足りる
資産や技能を有する人

技術・人文知識・
国際業務

735人
(13.1％)

自然・人文科学分野の専門的技術や
知識を必要とする業務に従事する人。
語学講師、通訳など…

技能実習
（今後「育成就労」）

627人
(11.2％)

日本で技術を取得し、帰国後その技
術を母国の発展に役立てもらう人
（在留期間最長５年）

家族滞在
600人

(10.7％) 
就労外国人が扶養する配偶者と子

特定技能
588人

(10.5％)
国内人材確保が困難な産業において、
一定の専門性、技能を有する人



◆平成３１年（2019年）在留資格「特定技能」制度の創設
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１．市内の外国人人口

外国人受入制度
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１．市内の外国人人口

特定技能（588人）
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令和7年4月1日時点
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特定技能1号 特定技能2号

特定産業分野 12 2

在留期間
の上限

5年まで 上限なし

永住権の取得 × 〇（条件を満たせば）

家族の帯同 ×
配偶者と子

（条件を満たせば）

技能水準
試験等で確認

（技能実習２号を修了した外国
人は試験等免除）

試験等で確認

外国人支援 必須 不要

日本語能力
水準

試験（Ｎ４等）で確認
（技能実習２号修了者は免除）

分野による異なる

１．市内の外国人人口

・特定技能1号と2号の違い

制度創設当時
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１．市内の外国人人口

◆令和５年 特定技能２号の業種拡大

R5年度8月31日まで
特定産業分野

それ以降
特定産業分野

特定技能１号

介護※、ビルクリーニング、
工業製品製造業、建設、造
船・舶用工業、自動車整備、
航空、宿泊、農業、漁業、
飲食料品製造業、外食業
（計12産業）

介護※、ビルクリーニング、
工業製品製造業、建設、造
船・舶用工業、自動車整備、
航空、宿泊、自動車運送業、
鉄道、農業、漁業、飲食料品
製造業、外食業、林業、木材
産業
（計16産業）

特手技能２号

建設分野
造船・舶用工業分野の溶接
区分
（計2産業）

ビルクリーニング、工業製品
製造業、建設、造船・舶用工
業、自動車整備、航空、宿泊、
農業、漁業、飲食料品製造業、
外食業
（計11産業）

※介護分野については、現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることから、
特定技能２号の対象分野とはしていない。
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特定技能1号 特定技能2号

特定産業分野 16 11

在留期間
の上限

5年まで 上限なし

永住権の取得 × 〇（条件を満たせば）

家族の帯同 ×
配偶者と子

（条件を満たせば）

技能水準
試験等で確認

（技能実習２号を修了した外国
人は試験等免除）

試験等で確認

外国人支援 必須 不要

日本語能力
水準

試験（Ｎ４等）で確認
（技能実習２号修了者は免除）

分野による異なる

１．市内の外国人人口
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１．市内の外国人人口

就労が認められる在留資格の技能水準

専門的・
技術的分野

・特定技能２号

⇑ ⇑ ⇑

・技術・人文知識・国際業務
・技能
・高度専門職（１号・２号）
・介護
・教授等

・特定技能１号

非専門的・
非技術的分野

⇑ ⇑ ⇑
・技能実習（令和９年６月までに廃止）

育成就労制度を創設（特定技能０号）

◆令和６年から３年以内 育成就労制度を創設
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２．多文化共生の取り組み
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多文化共生の定義

多文化共生とは、国籍や民族などの異なる

人々が、互いの文化的ちがいを認め合い、

対等な関係を築こうとしながら、地域社会

の構成員として共に生きていくこと。

出典 総務省「多文化共生の推進に関する研究会報告書」
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互いを尊重し、ともに支え未来を描く多文化共生のまちづくり

安心して暮らせるまち 活躍できるまち 助け合い、発展するまち

基本理念

基本目標

コミュニケーション支援

生活に必要な情報の多言語化

日本語学習の機会提供

相談体制の充実

意識啓発

多文化共生についての意識啓発

生活支援

子どもが安心して教育を受ける環境整
備

医療・保険・子育てにかかる環境整備

日常生活にかかる環境整備

災害への備え

災害時等における情報伝達手段・支援
体制の整備

防災意識の啓発

２．多文化共生の取り組み

地域コミュニティの担い手

地域の担い手である外国人市民の活躍
の促進

地域経済の担い手

事業者への支援の充実

就労支援の充実

多文化共生の担い手

多文化共生の担い手への支援と養成

交流の促進

交流機会の提供

地域活性化の促進

外国人による本市のPR

第2次上尾市多文化共生推進計画（R4年度～R８年度）



２．多文化共生の取り組み

基本目標１ 安心して暮らせるまち
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・日本語教室

主催者・窓口 曜日・時間 場所

上尾市国際交流協会
（AGA）

火曜 10：00～11：30
三井金属あげおコ
ミュニティセンター

水曜 19：00～20：30 上尾公民館

原市公民館 土曜 13：30～15：30 原市公民館



２．多文化共生の取り組み

・外国人相談窓口ハローコーナー
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毎週月曜日 ・市役所第３別館 １階

庁内であれば、各窓口への同行通訳も

時間 言語

9：00～12：00 英語、スペイン語

13：00～16：00 スペイン語、中国語、ポルトガル語

※ベトナム語での相談はメールで対応

基本目標１ 安心して暮らせるまち



２．多文化共生の取り組み

・災害時支援体制の整備

「防災ガイドブック」及び
「水害ハザードマップ」の
多言語化
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基本目標１ 安心して暮らせるまち

定期的に講習会や多言
語支援センター運営訓
練の開催



２．多文化共生の取り組み

・ゲストティーチャー登録制度
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基本目標２ 活躍できるまち

・通訳・翻訳ボランティア登録制度

自国の生活、文化、歴史などを紹介で
きる方がゲストティーチャーとして登
録し、市内の小・中学校で実施する
「国際理解」の授業に派遣する制度で
す。１０カ国と地域の12名の方が登録
しています。

学校説明会、保育所の入所手続き、検診な
どの際し、日本語を母語としない市民への
言語面でのサポートを行うものです。
現在英語、ドイツ語、韓国語、スペイン語、
中国語、インドネシア語、ネパール語 計
２９名の方が登録しています。



２．多文化共生の取り組み

・交流機会の提供
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基本目標３ 助け合い、発展するまち

「あげおワールドフェア」

1993年から年に一度、上尾市で開
催されている国際交流を目的とし
たイベントです。毎年２０以上の
国や地域が参加されています。

その他、日本文化体験、「介護保険」、
「防災教室」といった外国人市民ため
の勉強会、など実施しております。



２．多文化共生の取り組み

・外国人市民向け生活オリエンテーション動画作成

・税金、保険、年金
・義務教育制度
・生活のルール、マナー
（ごみの出し方、交通ルール等）

・災害
・相談窓口、日本語教室

・ナレーションは英語で統一し、字幕は１２言語作成
（市内在住外国人人口多い順の上位１０言語＋日本語＋英語）

・言語ごと１本7分30秒でまとめる
・Youtubeにアップロード

21

令和６年度 主な取組



２．多文化共生の取り組み

・外国人市民向け SNSの立ち上げ

22

令和６年度 主な取組
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３．多文化共生推進計画策定
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３．多文化共生推進計画策定

組織体系

多文化共生推進計画策定庁内検討会議多文化共生推進委員会

市長

計画案報告

連携

令和7年度と8年度のスケジュール
令和7年

6月

令和9年令和8年

2月10月8月 12月 4月 6月 8月 10月 12月 2月

アンケート
内容検討

委
員
会

庁
内

検
討
会
議

1，2，3

1

翻訳 実施
集計結
果報告

2

４

計画の検討

3

５

4

６

5

７

6

８

7

９

8

10

完成
報告

令和９年1月に、パブリックコメントを実施予定
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３．多文化共生推進計画策定

◆国の方向性

出典 入管庁ホームページ
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３．多文化共生推進計画策定

◆国の方向性

出典 入管庁ホームページ
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コミュニケーション支援 生活支援
グローバル化への対応と
共生社会づくりの推進

施策方針（案）

相談窓口の充実

オンライン相談

生活オリエンテーションの実施

テーマ別相談会、勉強会の開催

ICTを活用した多言語情報発信

SNSによる情報発信

国際視野の養成

中学生海外派遣事業

国際理解教育、英語教育

友好都市との交流

日本語教育の推進

地域日本語教室

オンライン教室

３．多文化共生推進計画策定

人権尊重の意識啓発

イベントや講習会の開催

第３次上尾市多文化共生推進計画 案（R9年度～R13年度）

やさしい日本語の普及

職員向けの講座開催

市民向けの講演会等の開催

ライフステージに応じた支援

子育て支援

学校就学支援

就労支援

福祉支援

災害への備え

避難場における外国人支援マニュアル
の作成

防災意識の啓発

多文化共生の担い手の育成

多文化共生協力隊

多文化共生サポーター認証制度

地域イベント等の協力要員

New!

New!

New!

New!

New!

New!
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ご清聴ありがとうございました。
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